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該当箇所 変更前 作成日：作成日：2024/2/29 変更後 作成日：2025/7/1 

治験依頼者の方へ 

3. 治験管理室担当者との面談 

＜前読み資料＞ 

 

① 1）～7）を A4ファイルに綴じたもの 11部   

 

① 1）～7）を A4ファイルに綴じたもの 11部（SMOで実施の場合は 8部） 

治験依頼者の方へ 

7. IRB審議書類の提出（郵送可能） 

 

・提出期限は治験審査委員会の 2 週間前です。審査用資料は A4 ファイル

に綴じ 19部ご提出下さい。 

・結果通知書等を送付用にレターパック、返信用封筒、ヤマト運輸着払い伝

票等を資料送付時に同封、または予め数部お送り下さい。 

 

・提出期限は治験審査委員会の 2週間前です。審査用資料は A4ファイルに綴じ 19部

ご提出下さい。 

・結果通知書、請求書等を送付用にレターパック、返信用封筒、着払い伝票（宅急便の

場合はヤマト）を予め数部お送り下さい。  

 

製造販売後調査依頼の方へ 

4. IRB審議書類の提出（郵送可能） 

 

 

・提出期限は治験審査委員会の 2週間前です。審査用資料は 18部ご提出

下さい。 

そのうち 1 部は当院保管資料として 2 穴、フラットファイルに綴じ、残り 17

部はクリアファイルに入れて下さい。  

・結果通知書等を送付用にレターパック、返信用封筒、着払い伝票（宅急

便の場合はヤマト）を資料送付時に同封しお送り下さい。  

・提出期限は治験審査委員会の 2週間前です。審査用資料は 18部ご提出下さい。 

そのうち 1部は当院保管資料として 2穴、フラットファイルに綴じ、残り 17部はクリアフ

ァイルに入れて下さい。  

結果通知書、請求書等を送付用にレターパック、返信用封筒、着払い伝票（宅急便の場

合はヤマト）を資料送付時に同封下さい。  


